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2．計 画 の 期 間 

１．計 画 策 定 の 目 的 

障害者計画は、平成 19 年度を初年度とした、平成 23 年度までの５か

年とします。 

障害福祉計画は、平成23年度を目標年度とし、3年を 1期とすること

から、平成20年度までを計画期間とします。 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

障 害 者 計 画（５か年） 

第 1期障害福祉計画（３か年） 

平成23年度

第２期障害福祉計画（３か年） 

花巻市障害者計画は、障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第９条

第３項に定める障害者計画と障害者自立支援法（平成17年法律第123号）

第88条第1項に定める障害福祉計画を1つの計画にまとめて策定したも

のです。 

障害者計画は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２条第４項に

定める総合計画の基本構想に即し、国の障害者基本計画を基本として保

健・医療・福祉・教育・就労・住宅・まちづくり・防災など多岐にわたる

障害福祉施策を総合的かつ横断的に推進することを目的としています。 

また、障害福祉計画は、国の基本指針に即して福祉サービス、相談支援

及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関することや各年度における福

祉サービス等の必要な見込み量、その確保のための方策を定め、障害者の

現状を把握するとともに、将来の動向についての予測を行ない、これらに

基づいて今後の障害福祉施策を効果的に推進していくことを目的としてい

ます。 
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3．計 画 の 基 本 理 念 

花巻市総合計画の「早池峰の風薫る 安らぎと活力にみちたイーハト

ーブはなまき」の将来都市像のもと、2 つの基本理念及び 6 つの政策

を定め市政を展開しています。 

花巻市障害者計画は、総合計画の政策のうち「保健・医療・福祉のネ

ットワーク拡充で安心のまちづくり」を障害福祉の視点から具体化する

ものです。 

障害者が地域で安心して生活ができるよう、障害者の「完全参加と平

等」の実現を目指して計画の基本理念を定めます。 

※ノーマライゼーションとは、すべての人がお互いに尊重しあいながら共に支えあう社会を目指すこと。 

ノーマライゼーションの推進 

【 基 本 理 念 】 
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（１） お互いに支えあう地域づくり 

障害の有無に関わらず互いの人格・人権を尊重し、

障害者が住み慣れた地域の中で安心して生活するた

め、ノーマライゼーションの理念のもとに、市民の障

害者に対する理解と交流を一層深め、互いにまちづく

りの一員として、「お互いに支えあう地域づくり」を

推進します。 

（２） 自立した生活の支援 

障害者が、経済的に自立し社会参加することができ

るよう雇用の促進と安定を図ります。 

また、障害の特性やそれぞれの生活に応じたサービ

スを自己選択できるよう保健・医療・福祉などの支援

体制を充実し、その人らしい「自立した生活の支援」

を推進します。 

（３） 安心して利用できる福祉サービスの提供 

障害者が地域において、安心して福祉サービスの提

供を受けることができるようサービスの提供体制基

盤の確保を図り「安心して利用できる福祉サービスの

提供」を推進します。 

障害者が地域に中で、いきいきと生活することがで

きるよう、スポーツ・レクリエーションや文化活動の

場の充実に努め、ゆとりや潤いのある生活の実現に向

け、障害者の「社会参加による生きがいづくり」を推

進します。 

４．計 画 の 基 本 目 標 ５．取 り 組 み の 方 向 

経済的自立の促進の

ために 

経済的自立を促進するため、一人ひとりの働く意欲

を尊重し、就労に向けた支援体制の充実を図ります。 

健康で安心した生活

の実現のために 

障害の予防や早期発見、または健康を保持・増進す

るため、保健・医療・福祉が連携した体制の充実と自

立した生活を支援するリハビリテーション医療の充

実を図ります。 

安定した豊かな生活

の実現のために 

生活基盤の安定を図るとともに地域において保

健・医療・福祉が連携した相談体制の充実や支援体制

の充実を図ります。 

ひとにやさしいまち

の実現のために 

住みよい生活環境の整備を図り、安全で快適な生活

ができるよう、ひとにやさしいまちづくりを推進しま

す。 

生きがいのある地域

生活の実現のために 

スポーツ・レクリエーション活動や文化活動を推進

し、生きがいのある地域生活の実現に努めます。 

（４） 社会参加による生きがいづくり 

啓 発 ・ 広 報 活 動 の 推 進

福 祉 教 育 の 推 進

交 流 ・ ふ れ あ い の 推 進

就 学 相 談 ・ 指 導 の 充 実

学 校 教 育 の 充 実 と 推 進

生 涯 学 習 の 推 進

専 門 従 事 者 の 育 成 ・ 確 保

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 推 進

障 害 の 予 防 と 健 康 づ く り の 推 進

障害者の基本健康診査等の受診体制の整備

医 療 ・ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 充 実

保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 の 連 携

生 活 安 定 の た め の 支 援 の 充 実

地域生活を支えるネットワークの充実

雇 用 の 促 進 と 安 定

職 業 能 力 の 開 発

ひ と に や さ し い ま ち づ く り の 推 進

住 宅 ・ 生 活 環 境 の 整 備

行 動 圏 の 拡 大

防 災 対 策 の 充 実

情 報 対 策 の 充 実

スポーツ・レクリエーション活動の振興

文 化 活 動 の 推 進

国 際 交 流 の 振 興

市民の相互理解を深

めるために 

障害に対する理解を深める啓発・広報活動を充実

し、あらゆる機会をとらえて福祉の心を育む教育を推

進します。 

いきいきと個性を発

揮するために 

一人ひとりがいきいきと個性を発揮し、その可能性

を最大限に伸ばすため、発達レベルや障害の状態に適

した教育の場・学習機会を提供し、個性に応じた教育

を推進します。 

地域生活支援のため

のひとづくり 

地域生活を支援するため、専門従事者の育成・確保

を図るとともに、市民のボランティア活動への参加を

促進します。

生活を支援するため

に 

障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業

の提供体制を確保し、地域生活を支援します。 

障 害 福 祉 計 画 の 基 本 理 念

障 害 福 祉 計 画 の 特 色

障害福祉サービス･相談支援の見込み量及びその
確保のための方策 

地 域 生 活 支 援 事 業 の 実 施

平 成 2 3 年 度 の 目 標

【障害福祉計画】
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６．障 害 福 祉 計 画 の 目 標 

国 の 基 本 指 針 

花 巻 市 の 目 標 

１ 入所施設の入所者の地域生活への移行目標 

福祉施設入所者について、平成23年度末までに地域生活へ移行する目標を設定します。 

 

現 在 の 入 所 者 数 

183人    

平成 23 年度末までの

地 域 移 行 目 標 者 数

38人（20.8％）

平成 23 年度末時点の

入所者の削減目標者数

20人（10.9％）

２ 入院中の精神障害者の地域生活への移行目標 

退 院 可 能 な 

精 神 障 害 者 数 

36人    

精神科病院入院患者のうち受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者の入院を平成 24

年度末までに解消することを目指し、平成23年度末までの退院の目標を設定します。 

平成 23 年度末までの

退 院 目 標

22人   

 

退 院 率

61.1％   

３ 福祉施設から一般就労への移行目標 

平成23年度中に福祉施設から一般就労に移行する目標を設定します。 

平成 17 年度中一般 

就 労 移 行 者 数 

５人 

平成 23 年度中一般

就 労 移 行 者 数

20人   

 

一 般 就 労 移 行 率

4倍   

 １ 平成 23年度末までに、現在の福祉施設入所者の１割以上が地域生活に移行する

ことを目指すとともに平成23年度末時点の福祉施設入所者数を７％以上削減する

ことを基本とする。 
 

 ２ 平成 24年度末までに精神科病院入院患者のうち「受け入れ条件が整えば退院可

能な精神障害者」の解消を目指す。 
 

 ３ 平成 23年度中に福祉施設から一般就労に移行する者を現在の4倍以上とする。 

※現在入所者数及び退院可能な精神障害者数は、岩手県で実施した障害福祉計画策定に係る状況 
調査結果（平成１８年７月１日現在）による人数です。 
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７．計 画 の 推 進 

（１） 協働のまちづくりの推進 

障害者が住み慣れた地域の中でいきいきと生活していくまちづくりは、行

政のみならず、障害者自身、地域、学校、各種団体、企業など互いに理解し

合い、社会的関心を高めていく必要があります。 

本計画の推進にあたっては、すべての市民が快適に安心して生活ができる

ように、それぞれの役割を果たすことはもとより全市民による「協働」のま

ちづくりを推進します。 

（２） 計画の推進体制 

計画の実現に向けて、障害者やその家族等へのきめ細やかな支援を総合的

に提供できるよう、「花巻市地域自立支援協議会」を中心に、保健・医療・

福祉・教育・労働など各関係機関と連携し、計画的に推進します。 

花巻市地域自立支援協議会

身体障害者部会 知的障害者部会 精神障害者部会

事業者部会障害児部会 就労部会

相談支援事業者 行政機関

サービス事業者

保健・医療

教育関係機関雇用関係機関

支
援

企業団体

障害者関係団体

障害者・家族

地域で障害者・家族を支える
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花巻市保健福祉部地域福祉課 

〒025-8601 

岩手県花巻市花城町９番30号 

 ＴＥＬ（0198）24-2111 

 ＦＡＸ（0198）24-7729 




